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次により年間総所得を確認してください。

【源泉徴収票で総収入を確認する場合】

（1）年間総収入の計算
　　  年間総収入は、賞与、手当などを含めた税込みの金額です。勤務開始時期にあわせて該当する欄を
　  みて計算してください。

（2）年間総収入の計算
　　  「年間総収入」を下の【年間総所得算出表】にあてはめて、「年間総所得」を算出してください。
　　  なお、２か所以上から給与等の支払を受けている方は、合計してから年間総所得を算出してください。

支払金額が年間総収入金額に
なりますので、⑵の【年間総所
得算出表】にあてはめて、年間
総所得を算出してください。

①　現在の勤務先に令和７年１月１日以前から
　採用されている方

令和７年中の年間総収入金額（源泉徴収票の「支払金額」の欄）
【下図参照】

②　現在の勤務先に令和７年１月２日以降に採
　用され、現在まで１年以上勤務している方

採用月の翌月から１年間の総収入金額

③　現在の勤務先に採用されてから、まだ１年
　にならない方

採用月の翌月から申込月の前月までの総収入金額をもとに、次の式
により計算した年間総収入（推定額）
　　　　　　　総収入金額―賞与　　　　　　　

×１２＋賞与
　採用月の翌月から申込月の前月までの月数

④　現在の勤務先に採用されてから、まだ１か
　月分の給与を受けていない方

雇用条件に基づく１か月分の支払予定額を１２倍した年間総収入
（推定額）

0円～   650,999円
651,000円～1,899,999円
1,900,000円～3,599,999円
3,600,000円～6,599,999円
6,600,000円～8,499,999円

0円
年間総収入－650,000円
年間総収入を4000で割り、その答えの１円未満を切り捨
てた後4000を掛け戻し、出た額（ａ）を右にあてはめる。
年間総収入×0.9－1,100,000円

※年間総収入が8,500,000円以上の場合は、各区役所建築課にお問い合わせください。
（例）年間総収入が、3,149,000円の場合
　　 3,149,000円÷4,000＝787.25円→787円
　　 787円×4,000＝3,148,000円…（ａ）
　　 3,148,000円×0.7－80,000円＝2,123,600円⇒年間総所得 ＜手順２へ進む＞

（ａ）×0.7－  80,000円
（ａ）×0.8－440,000円
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税

金

の

計

算

配 当 控 除
又 は 第 三 表 の

災 害 減 免 額

上の㉛に対する税額

平均課税対象金額

延 納 届 出 額

復興特別所得税額
（42－43）

源 泉 徴 収 税 額

予 定 納 税 額
（第１期分・第２期分）

申 告 納 税 額

所

得

金

額

等

所
得
か
ら
差
し
引
か
れ
る
金
額

雑

短 期

長 期

配 当

一 時

営 業 等

農 業

給与

氏 名

種類 電話
番号 － －

柄続のと主帯世名氏の主帯世号雅・号屋業職

〒 －

○＋｛（○＋○）×／｝ケ コ サ 1 2

不 動 産

利 子

配 当

雑

）（

国 出

社会保険料控除

生命保険料控除

地震保険料控除

基 礎 控 除

⑬から㉕までの計

雑 損 控 除

寄 附 金 控 除
合 計

配偶者

医療費控除

公的年金等

業 務

そ の 他

郵便局
名 等

預金
種類

給 与

扶 養 控 除

第３期分
の 税 額

業 務

その他

自宅･勤務先･携帯

住宅耐震改修
特別控除等

・ ・

整理
番号

合 計

申告書

営業等

農 業

公 的年金等

納税地

振替継続希望
（
単
位
は
円
）

税務署長
令和　　年　　月　　日令和 年分の の所 得 税 及 び

復興特別所得税

第
一
表

現在の
住 所
又は
居 所
事業所等
令和８年
１月１日
の 住 所

個人番号
（マイナンバー）

生年
月日

フリガナ

青 色 分 離 損 失 修 正 特 農特農の
表　示

収

入

金

額

等

修
正
申
告

そ

の

他

届 

出

延
納
の
受
　
取
　
場
　
所

還
付
さ
れ
る
税
金
の

事

業

事

業

区
分

区
分

区
分

区
分

区
分

区
分

区
分

区
分

区
分

区
分

区
分

人
数

区
分

不動産
区
分
１

区
分
２

区
分
１

区
分
２

区
分
１

区
分
２

総
合
譲
渡

区
分

⑦から⑨までの計
総 合 譲 渡 ・ 一 時

（①から⑥までの計＋⑩＋⑪）

小規模企業共済等掛金控除

寡婦､ひとり親控除

勤労学生、障害者控除

（特別）控除

（㉖＋㉗＋㉘＋㉙）

ア

イ

ウ

エ

オ

カ

キ

ク

ケ

コ

サ

１

２

３

４

５

６

７

８

９

～

～

～

⑰　
 ⑱
⑲　
 ⑳
㉑　
 ㉒

36　
 38
39　
 41

47　
 48

～

～

～

課税される所得金額
（⑫－㉚）又は第三表

（特定増改築等）
住宅借入金
等特別控除

政党等寄附金等特別控除

差 引 所 得 税 額
32－33－34－35－36
－37－38－39－40－41

再差引所得税額（基準所得税額）

所得税及び復興特別所得税の額

外国税額控除等

修正前の第３期分の税額
（還付の場合は頭に△を記載）
第３期分の税額の増加額
公的年金等以外の
合 計 所 得 金 額

配偶者の合計所得金額

専従者給与（控除）額の合計額

青色申告特別控除額
雑所得・一時所得等の
源泉徴収税額の合計額
未納付の源泉徴収税額

本年分で差し引く繰越損失額

変動･臨時所得金額

申告期限までに納付する金額

銀行
金庫･組合
農協･漁協

本店･支店
出張所
本所･支所

口座番号
記号番号

普通 当座 貯蓄納税準備

公金受取口座登録の同意 公金受取口座の利用

（44× ％）

（46－47－48－49）

（50－ ）

納める税金

還付される税金

（44＋45）

区
分

特定親族
特別控除

納 管

事 業

住 民

資 産

総 合

分 離

検 算

年月日

・・

受
付
印

（
令
和
七
年
分
用
）

通 信
日付印

一 連
番 号

45･

46･

50･

又
は

の
記
入
を
お
忘
れ
な
く。

整
　
理
　
欄

区
分
異
動
名
簿

確
認

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ Ｇ Ｈ Ｉ Ｋ Ｌ

年 月 日
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⑶
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　入居候補者決定通知書に同封していますので、太枠内を記入して提出してください。
※マイナンバーの記載が必要です。記載方法などは、入居候補者の方に別途お知らせ
　します。
　入居しようとする方全員の氏名、続柄の記載があるもの。外国人の方は、加えて国
籍・地域、中長期在留者・特別永住者等の区分、在留資格の記載があるもの。（在留
カードの写し等で確認ができる場合は記載の省略が可能です。）
・　申込者本人の基準日（受付期間の最終日）現在における住所がわかるものである
　ことが必要です。（広島市では、各区役所の市民課・出張所で発行します。）
・　住民票の写しで申込者本人との続柄が判明しない場合は、戸籍謄本等が必要です。

（日本人の方は、住民票の
写しの提出が省略可能です
が、入居しようとする方全
員の氏名、続柄等の記載が
確認できない場合は住民票
の写しが必要です。）

　令和７年中の所得額が記載された証明書（例：広島市の場合は、令和８年度課税台
帳記載事項証明書。二次審査の日が６月以前の場合は、その時点で発行できる最新の
所得証明書）。
・　入居しようとする方全員（扶養を受けている中学生以下の方は除く。）について必要です。
・　収入のない方が、③の「収入を証明する書類」として、課税台帳記載事項証明書
　を提出する場合、重複しての提出は不要です。
※　証明年度の年の１月１日時点（例：令和８年度の所得証明書であれば、令和８年
　１月１日時点）で住民登録がある市区町村の税務担当課など（広島市では、各区役
　所内の市税事務所又は税務室・出張所）で発行します。

　入居しようとする方全員について記載されたものが必要です。
　ただし、夫婦のみ又は夫婦及び未成年の子（未婚者に限る。）のみで入居しようと
する場合は不要です。
※　広島市では、各区役所の市民課・出張所で発行します。
　26、27ページの「収入証明書類について」をご覧ください。　
・　入居しようとする方全員（扶養を受けている中学生以下の方は除く。）について必要です。
・　失業中の方、生活保護又は中国残留邦人等に対する支援給付を受けている方につ
　いても、必要です。

　令和７年度分の市町村民税を完納したことがわかる証明書（例：広島市の場合は、
令和７年度納税証明書。二次審査の日が６月以前の場合は、その時点で発行できる最
新の完納証明書）。
　ただし、課税されていない方は、令和６年中の所得額が記載された課税台帳記載事
項証明書。
・　申込者本人のみ必要です。
・　生活保護又は中国残留邦人等に対する支援給付を受けている方は不要です。
※　証明年度の年の１月１日時点（例：令和７年度の完納証明書であれば、令和７年
　１月１日時点）で住民登録がある市区町村の税務担当課など（広島市では、各区役
　所内の市税事務所又は税務室・出張所）で発行します。
◎　アパート（民間借家等）に住んでいる方
　→　賃貸借契約書の写し、家賃支払を証明する書類など（物件所在地・家主・借主
　　がわかるもの）
◎　親族等の持ち家に住んでいる方
　→　居住証明書（市の指定様式）及び家屋の固定資産課税台帳登録事項証明書など
　　所有者のわかる書類
・　現在、本市の市営住宅に入居中の方は、不要です。
・　申込時に別居されている場合は、それぞれの現在住んでいる住宅についての証明
　書類が必要です。

①市営住宅入居申込申請書

③戸籍全部事項証明書
　（戸籍謄本）

④収入を証明する書類

⑤課税台帳記載事項証明書
　（所得証明書）

⑥市町村民税の納税証明書
　（完納証明書）

⑦現在住んでいる住宅に
　ついての証明書類

⑧入居候補者決定通知書

②住民票の写し















～

～

～

～









8

31

8

31

令和 令和

令和 ８ 年 8 月

令和 ８ 年 8 月



令和　年度   市営住宅募集登録申込書８

□ □ □ □ □

□ □ □ □ □

□ □ □ □ □

□ □ □ □ □

□ □ □ □ □

□
□

□ □

□ □ □

□ 
□ 
□ 

□ 
□ 
□ 

□ 
□ 
□ 

5、6で「心身障害者」「戦傷病者」「原爆被爆
者」のいずれかにチェックをつけた方は、下
の該当する区分にチェックをつけ、その等級
と対象者氏名を記入してください。

□
□
□
□
□

□
□
□
□

条件付きで申込みをされる方は、該当するものにチェック（□）をつけてください。

単身で申込みをされる方は、該当するすべての区分にチェック（ ）をつけてください。□

特定目的単身者又は特定目的世帯の該当するすべての区分にチェック（ ）をつけてください。□

□ □

□
□

□ □

□ 60 □ □ □ □ □ DV

□ □ □ 

□ □ □ □ □ 
□ DV □ □ □ 

□ 60 □ □ □ DV □ 
□ □ 

□ □ □ □ □



令和　年度   市営住宅募集登録申込書８

□ □ □ □ □

□ □ □ □ □

□ □ □ □ □

□ □ □ □ □

□ □ □ □ □

□
□

□ □

□ □ □

□ 
□ 
□ 

□ 
□ 
□ 

□ 
□ 
□ 

5、6で「心身障害者」「戦傷病者」「原爆被爆
者」のいずれかにチェックをつけた方は、下
の該当する区分にチェックをつけ、その等級
と対象者氏名を記入してください。

□
□
□
□
□

□
□
□
□

条件付きで申込みをされる方は、該当するものにチェック（□）をつけてください。

単身で申込みをされる方は、該当するすべての区分にチェック（ ）をつけてください。□

特定目的単身者又は特定目的世帯の該当するすべての区分にチェック（ ）をつけてください。□

□ □

□
□

□ □

□ 60 □ □ □ □ □ DV

□ □ □ 

□ □ □ □ □ 
□ DV □ □ □ 

□ 60 □ □ □ DV □ 
□ □ 

□ □ □ □ □





募集住宅の一覧表ではありません。









➡ ➡ ➡



K6  2 0 2 6   7

河戸帆待川駅

☎082-504-2578 FAX082-243-0595 ☎082-568-7744 FAX082-262-0639

☎082-250-8959 FAX082-252-7179 ☎082-532-0949 FAX082-532-0958

☎082-831-4954 FAX082-877-2299 ☎082-819-3937 FAX082-815-3906

☎082-821-4928 FAX082-822-8069 ☎082-943-9744 FAX082-923-5098


